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告　　　　　示

○保安林の指定予定…………………………………（自然環境課）３
○保安林の指定予定の通知（３件）………………（　　〃　　）３
○林業用種苗生産事業者の登録……………………（森林経営課）４
　　　公　　　告
○土地改良区の定款変更の認可（３件）…………（団体指導検査課）４
○落札者等の公告………………………………………………………４
　　　雑　　　報
○宮崎県市町村職員共済組合の令和７年度決算の
　要旨……………………………………………………………………５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○救急病院の認定……………………………………（医療政策課）１
○指定居宅サービス事業者の指定…………………（長寿介護課）１
○指定介護予防サービス事業者の指定……………（　　〃　　）１
○指定居宅サービス事業の廃止……………………（　　〃　　）２
○指定障害福祉サービス事業者の指定（２件）…（障がい福祉課）２
○指定障害福祉サービス事業の廃止………………（　　〃　　）３

宮崎県告示第 459号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

串間市民病院 串間市大字西方7917番地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年６月９日から令和11年６月８日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 460号
　介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定に
より、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定をした。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

介 護 保
険 事 業
所 番 号

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種　　　類名　　　称 所　在　地 名 称 又
は 氏 名

主たる事務
所の所在地

4560590111 訪問看護ステーシ
ョンｒｅｃｏｃｏ

宮崎県小林市水流
迫1047－５

合同会社ＨＩＴＯ
ＴＳＵ

宮崎県小林市水流
迫1046番地５

令和８年５月１日 訪問看護

4570205106 わらべの里デイサ
ービスセンター

宮崎県都城市広原
町20－８

合同会社リンクケ
ア

宮崎県児湯郡新富
町富田西二丁目10
番地サングリーン
 102号室

令和８年５月１日 通所介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 461号
　介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に
より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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宮崎県告示第 462号
　介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条第２項の規定により
、指定居宅サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

介 護 保
険 事 業
所 番 号

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者 廃　止

年月日

サービスの

種　　　類名　　　称 所　在　地 名 称 又
は 氏 名

主たる事務
所の所在地

4570204331 指定訪問介護ステ
ーションほのぼの

宮崎県都城市野々
美谷町 912番地２

特定非営利活動法
人ｋａｎきち会

宮崎県都城市野々
美谷町 912番地２

令和８年５月10日 訪問介護

4570202426 訪問介護ステーシ
ョン・シエル

宮崎県都城市平江
町７街区２号

有限会社グローバ
ル光

宮崎県都城市平江
町７街区２号

令和８年５月31日 訪問介護

4570301814 デイサービスカノ
ン（花音）

宮崎県延岡市平原
町１丁目 853－３

株式会社おいでの
里

宮崎県延岡市古城
町４丁目 132番地

令和８年５月31日 通所介護

4570302994 訪問介護事業所メ
ロディー

宮崎県延岡市古城
町４丁目 131

株式会社おいでの
里

宮崎県延岡市古城
町４丁目 132番地

令和８年５月31日 訪問介護

4571800392 夢の村デイサービ
スセンター

宮崎県西諸県郡高
原町広原3821番地
１

社会福祉法人興愛
会

宮崎県西諸県郡高
原町広原3845番地
18

令和８年５月31日 通所介護

4571800459 夢の村　訪問介護
事業所

宮崎県西諸県郡高
原町広原5051－７

社会福祉法人興愛
会

宮崎県西諸県郡高
原町広原3845番地
18

令和８年５月31日 訪問介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 463号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定により、次のとおり指
定障害福祉サービス事業者の指定をした。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

事 業 所
番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種 類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4510500467 ＣＯＮＮＥＣＴラ
イフ

小林市北西方8169
－１

ＴＳＵＮＡＧＵ株
式会社

小林市南西方1073
番地７

令和８年６月１日 自立生活援助

介 護 保
険 事 業
所 番 号

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種　　　類名　　　称 所　在　地 名 称 又
は 氏 名

主たる事務
所の所在地

4560590111 訪問看護ステーシ
ョンｒｅｃｏｃｏ

宮崎県小林市水流
迫1047－５

合同会社ＨＩＴＯ
ＴＳＵ

宮崎県小林市水流
迫1046番地５

令和８年５月１日 介護予防訪問看
護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 464号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第29条第１項の規定により、次のとおり指
定障害福祉サービス事業者の指定をした。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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事 業 所
番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種 類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4522220039 Ｈａｒｕ－Ｈａｒ
ｕ

西臼杵郡五ヶ瀬町
大字桑野内5191－
１

社会福祉法人日融
会

西臼杵郡五ヶ瀬町
大字桑野内5191番
地１

令和８年６月１日 共同生活援助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 465号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第46条第２項の規定により、指定障害福祉
サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

事 業 所
番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 廃　止

年月日

サービスの

種 類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4510200316 指定訪問介護ステ
ーションほのぼの

都城市志比田町33
62番地２　３号棟

特定非営利活動法
人ｋａｎきち会

都城市志比田町33
62番地２　３号棟

令和８年５月10日
　　　　　　　　

居宅介護、重度
訪問介護、同行
援護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 466号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり保安林の指定をする予定である。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字松尾字和戸内
　山 267－２（次の図に示す部分に限る。）、 267－３
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字和戸内山 267－２・ 267－３（以上２筆について次の図
　　　に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県東臼杵農林振興
　局並びに椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 467号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡西米良村大字村所字永山重
　 606、 607－１、 607－14、字崩之平 614－11（次の図に示す部
　分に限る。）
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局
　並びに西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 468号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡西米良村大字竹原字赤保後
　78－１・78－12（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
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　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局
　並びに西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 469号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡西米良村大字村所字永山重
　 590－２
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに西米良村役場に備
　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 470号
　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、
次のとおり林業用種苗生産事業者の登録をした。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

登録

番号

生産事業者の氏名

又は名称及び住所

生産事業の内容 事業所の名称

及び所在地種穂 苗　木

1446 田丸　浩志
宮崎県西諸県郡高
原町大字蒲牟田78
34番地２

採種
、精
選

幼苗の育
成、幼苗
以外の苗
木の育成

田丸誠耕園
宮崎県小林市野尻
町大字東麓1468番
地

1447 有限会社森山農産
宮崎県都城市山田
町中霧島 790番地

採取 幼苗の育
成、幼苗
以外の苗
木の育成

有限会社森山農産
宮崎県都城市山田
町中霧島 790番地

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、船引土地改良区（宮崎市）から令和８年３月26日付けで申請のあ

った定款の変更を認可した。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、高岡町土地改良区（宮崎市）から令和８年４月15日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、北郷町土地改良区（日南市）から令和８年５月21日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。　　
　　令和８年６月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　　ユニット家具（設置型ベビーケアルーム）30台　
２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
　　宮崎県会計管理局物品管理調達課物品調達第一担当　宮崎市橘
　通東２丁目10番１号
３　落札者を決定した日
　　令和８年６月４日
４　落札者の氏名及び住所
　　ＮＴＴ西日本株式会社宮崎支店
　　宮崎市高千穂通２丁目１番16号
５　落札金額
　　 101,200,000円
６　一般競争入札の公告を行った日
　　令和８年４月23日
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